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Ⅰ．は じ め に

国際法には、法的拘束力のある条約の形式として成立するものだけでなく、

宣言、決議、ガイドラインといった非条約的な形式の合意を国家間で締結する

ものもある。前者を「ハードロー」と呼び、後者を「ソフトロー」と表現する

ことがある1)。比較的早い合意や柔軟な対応と不確定な問題に対する取り組み

やすさを特徴とするソフトローは、法的効力が疑問視される傾向があるものの、

そうした性格を有するがゆえに締約国によって受容されやすい側面もある2)。

そのため、ソフトローの（遵守ではなく）効果は3)、他者からの圧力、ネット

1) 国際社会におけるソフトローの諸例（条約化に先行するもの、条約化を伴わない
ものなど）については、［齋藤 2019］43－44頁を参照。

2) ソフトローが選択されるのは、条約締結（交渉、主権、違反）コストがハード
ローよりも小さいことがひとつの理由であり、その点がソフトローの長所でもある

［内記 2021］27頁、［飯田 2022］13頁。
3) ｢遵守」とは合意した内容と国家行動が一致することであるのに対して、「効 →
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ワーク効果、正統性の認識などのさまざまな要因（とその組み合わせ）によっ

て締約国に影響を及ぼす可能性がある4)。例えば、国際人権法の分野では、

1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、その後、ソマリア（1960年）

やルワンダ（1962年）など多数の国の憲法に取り入れられた5)。また、先住民

族の権利宣言（2007年⚙月）については、その一部が、エクアドルやボリビア

の憲法に規定された6)。国際人権規範を実現する第一義的な義務が各国政府に

あることを考えても7)、これらの事例は、いわゆる国際人権法の国内的実施に

おける立法上の措置として重要な意義を持つ。

2010年12月、国連総会は、全会一致の決議（65/215）において、同年⚘月に

人権理事会諮問委員会において採択された「ハンセン病患者・回復者及びその

家族に対する差別撤廃のための原則及びガイドライン｣8)（以下、原則及びガ

イドラインと略記）の見解に留意し、ハンセン病患者・回復者とその家族に関

する政策と措置を策定して実施する際に、それらを十分に考慮するよう各国政

府、関連する国連機関、専門機関、基金とプログラム、その他の政府間組織お

よび国内人権機関に推奨した。原則及びガイドラインは、非条約的な合意（ソ

フトロー）であるが、ハンセン病患者・回復者とその家族を人権の享有主体と

明記する初めての国際人権基準として、国際人権法の発展におけるひとつの歴

史的な出来事であった。

その後10年以上が経過し、原則及びガイドラインが、各国政府による国際人

権法の国内的実施において、いかなる規定がどの程度まで効果をもたらしてき

→ 果」とは合意した内容に向かって国家の行動が変わることを意味する［内記 2021］
28頁。

4) [飯田 2022］12－13頁。
5) [齋藤 1987］129－130頁。
6) [木村 2019］120頁。
7) ウィーン宣言及び行動計画（1993年）には、「人権及び基本的自由は、すべての

人間の生まれながらの権利であり、それらの保護及び助長は諸政府の第一次的責任
である」（第Ⅰ部⚑項）とある。

8) [U.N 2010］Annex.［坂元 2011］に所収の日本語訳を参照。ただし、本稿では
一部は異なった翻訳をする場合がある。
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たのか、その成果と課題を明らかにするのが本稿の目的である。その際、国際

人権法を実現する担い手として大きな影響力を発揮するようになっている市民

社会組織の取り組みに関しても考察の対象とする9)。それによって、各国政府

による取り組みの課題をより明確にすることができるからである。これらの検

討は、ソフトローが各国政府に対して効果をもたらす諸側面と範囲を考察する

ひとつの事例となることも期待される。

上記のことを分析するために、⚒つの資料だけを利用する。ひとつは、2017

年に人権理事会諮問委員会が作成した「ハンセン病患者・回復者及びその家族

に対する差別撤廃のための原則及びガイドラインの実施に関する研究」報告

書10)（以下、研究報告書と略記）である。これは、ハンセン病患者・回復者と

その家族の人権を促進し、保護し、尊重するために、原則及びガイドラインを

より広く普及して効果的に実施するための提案をすることを目的として作成さ

れたものである。もうひとつは、2017年⚖月の人権理事会決議 35/⚙によって

創設された「ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃に関する

特別報告者」の報告書である。同年11月に任命された、ポルトガル出身のハン

セン病問題の専門家である（医療）人類学者アリス・クルス（Alice Cruz）は、

これまで人権理事会と国連総会に提出するため複数の報告書を作成してきた。

これらの資料を検討することで、原則及びガイドラインの実施状況の推移を確

認することもできる。

Ⅱ．原則及びガイドラインの概要

原則及びガイドラインは、第Ⅰ部「原則」（⚙項目）と第Ⅱ部「ガイドライ

ン」（14項目）で構成される11)。原則は、国際人権規範の視点からハンセン病

患者・回復者とその家族をどのように捉えるのかを定める。ガイドラインは、

9) ソフトローの効果を促進する際に、非国家アクターを含む多様なステークホル
ダーも重要な役割を担う［内記 2021］28－29頁。

10) [U.N 2017］．
11) 以下、本節の記述は、［木村 2012］245－249頁、［U.N 2017］para. 14-17を要約

したものである。
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原則に基づいて各国政府とその他の機関（地方自治体、学校、病院など）が実

施すべき差別撤廃のための指針を定めている。原則及びガイドラインは、ハン

セン病患者・回復者とその家族の特別なニーズを充足し、世界中で否定されて

きた当事者の権利を確保するために作成された。

原則⚑は、尊厳をもって扱われるハンセン病患者・回復者とその家族の権利、

国際人権規約などの国際人権文書で明確に定められるすべての権利を享受する

当事者の権利を再確認する。原則⚒は、ハンセン病であるかまたはハンセン病

あったという理由でハンセン病患者・回復者とその家族が差別されてはならな

い無差別・平等原則を定める。原則⚓は、ハンセン病患者・回復者とその家族

が婚姻、家族および親であることに関して他のいかなる者とも同じ権利を有す

ること、原則⚔と⚕は、ハンセン病患者・回復者とその家族が完全な市民権、

身分証明書の取得および選挙権・被選挙権と公務就任権について他のいかなる

者とも同じ権利を有することを定める。原則⚖は、他の者との平等を基礎とし

て雇用の権利と包摂的な環境で働く権利、原則⚗は、教育と他の訓練を受ける

権利を定める。原則⚘は、ハンセン病患者・回復者とその家族が人間の潜在能

力を最大限に発展させ、尊厳と自尊心を完全に実現する権利を有すること、原

則⚙は、ハンセン病患者・回復者とその家族が、自らの生活に直接関係する政

策とプログラムについて意思決定過程に積極的に参加する権利を有することを

定める。

他方で、ガイドラインに関しては、次のような内容を定める。ガイドライン

⚑は、ハンセン病患者・回復者とその家族を差別や強制隔離したりする法律、

規則、政策、慣習および慣行に対処する立法、行政およびその他の措置の実施

を含む、ハンセン病患者・回復者とその家族の権利を実現し保護することに関

する各国政府の一般的責務、当局と政府機関がハンセン病を理由とする差別を

撤廃する措置の確保、さまざまな人権文書で定める権利の完全な実現を確保す

る適切な措置、当事者に関係する意思決定過程におけるハンセン病患者・回復

者とその家族との協議と積極的な関与を定める。ガイドライン⚒は、法的保護

と法律に関する平等と無差別、ガイドライン⚓は、ハンセン病の病歴を有する
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女性、子どもおよびその他の社会的に弱い立場に置かれた集団の人権の保護お

よび地位向上と能力強化の促進を定める。ガイドライン⚔は、ハンセン病に関

する政策と慣行の帰結として分離された家族の再統合の支援、ガイドライン⚕

は、ハンセン病患者・回復者とその家族がコミュニティに完全に包摂され参加

することの促進、当事者がコミュニティから分離または隔離されなないことの

確保、コミュニティへの再統合を促進するために社会的支援の提供、そして当

事者が望む場合には、ハンセン病療養所と病院を含む、自ら選択した住居にア

クセスすることの確保を各国政府に要請する。

ガイドライン⚖は、原則⚔を強固にし、ハンセン病患者・回復者とその家族

が政治過程に参加して当事者によるその過程へのアクセスを促進することを確

保するよう各国政府に要請し、ガイドライン⚗は、自営業、協同組合の設立お

よび職業訓練を含む、雇用への支援を強調する。ガイドライン⚘は、教育を受

ける権利に関する原則⚗についての平等なアクセスの促進、ガイドライン⚙は、

政府刊行物から「らい病患者（lepers）」という言葉のような、差別的で侮蔑

的な言葉を削除するよう各国政府に要請する。ガイドライン10は、ハンセン病

患者・回復者とその家族が公共施設、公共交通機関、レクリエーション、文化

施設、礼拝所にアクセスすることを確保するよう各国政府に要請する。ガイド

ライン11は、ハンセン病患者・回復者に他の者との平等を基礎として保健医療

にアクセスすることを提供する、早期発見プログラムを導入する、標準的な治

療として心理学的および社会的カウンセリングを含む、ハンセン病の迅速な治

療を確保する、そして無料の医療にアクセスすることを確保するよう各国政府

に要請する。ガイドライン12は、十分な生活水準、必要に応じて、財政的支援、

年金、教育と職業訓練のような、ハンセン病患者・回復者とその家族の経済的、

社会的および文化的権利を定める。ガイドライン13は、さまざまな手段とメ

ディアを通じて、ハンセン病患者・回復者とその家族の権利と尊厳に対する尊

重を育むために社会全体の意識を向上することに焦点を合わせる。ガイドライ

ン14は、各国政府が、ハンセン病患者・回復者とその家族の権利に関する活動

を調整する委員会を創設すること、関連する条約機関への政府報告書にハンセ
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ン病患者・回復者とその家族に対する差別を撤廃するためにとった政策と措置

に関する情報を含めることを推奨する。

原則及びガイドラインは、基本的に国際人権条約で定められている権利を、

ハンセン病患者・回復者とその家族に対して「平等に」保障することが目指さ

れている。しかしそれだけではなく、ハンセン病にかかわる固有の事情に配慮

した規定も複数取り入れている（ガイドライン⚔、⚕、⚙）。

Ⅲ．各国政府による国内的実施

⚑．国際人権法上の各国政府の義務

締約国が国際人権法上の義務を果たさなければならない範囲は、一般的に次

の⚔点であるとされる。すなわち、国家自体が権利を侵害しない「尊重」義務、

国家が（私人を含む）第三者による人権侵害から権利を守る「保護」義務、権

利の内容を満たす「充足」義務、そして人権に関する人的・物的基盤を整備す

る「促進」義務である12)。

国際人権条約上の義務を国内で実施するための方法・手段は、ある程度まで

締約国の裁量に委ねられており、そのために立法、行政、司法、教育、その他

の措置をとることが要請されている13)。その他の措置としては、パリ原則に基

づく国内人権機関の創設と活動、さまざまな人権（問題）に関する教育・意識

向上活動などがある14)。

前述したように、原則及びガイドラインは、各国政府がその締約国である人

権文書で定めるあらゆる権利の完全な実現を確保する適切な措置をとることを

要請している（ガイドライン1.2）。原則及びガイドラインは非条約的な合意

（ソフトロー）であるものの、それが既存の国際人権法が定める権利の範囲内

にあり、国際人権規範を実施し解釈する際に参照すべき指針とされている（ガ

12) これらの点に関する詳細は、［申 2016］第⚔章－第⚖章を参照。
13) 自由権規約委員会の「規約の締約国の一般的法的法的義務に性質」に関する一般

的意見31（2004年）⚗段落を参照。
14) [申 2016］442－445頁。パリ原則に基づく国内人権機関の詳細については、［山

崎 2012］第⚑部と第⚒部を参照。
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イドライン14.2）。これらを考え合わせると、各国政府は、ここで示した国際

人権法上の義務を果たすためにさまざまな措置をとることが要請される。

以下において、原則及びガイドラインの国内的実施に向けて、各国政府が

とってきた具体例を確認する。

⚒．研究報告書

人権理事会諮問委員会が作成した研究報告書は、事前に要請した57の質問事

項に対する回答に基づいて、原則及びガイドラインの実施状況を評価してい

る。12ヵ国の各国政府、⚙つの国内人権機関、⚑つの政府間組織、35の国際

と国内非政府組織から回答が寄せられた15)。それらの回答を原則及びガイドラ

インにそって⚗項目にまとめている。各国政府の現状は、次のようなもので

あった。

第⚑は、意識向上と普及。これを推進するための包括的な政策と行動計画を

策定している各国政府はほとんどなかった一方で、その多くは積極的な措置を

とっていた。例えば、この優れた例として日本が取り上げられている（原則及

びガイドラインの要点（日本語）を外務省のウェブサイトに掲載、法務省によ

るハンセン病に関する親と子のシンポジウムと原則及びガイドラインの小冊子

（日本語）の配布、厚生労働省によるハンセン病に関する多種多様なシンポジ

ウムの開催と小冊子「ハンセン病の向こう側」を学校の子どもに配布、文部科

学省はハンセン病についての正確な医療知識を伝えるよう全国の医学部に要請、

国立ハンセン病療養所におけるハンセン病に関する重要な情報の発信と人権教

育）。他の諸国は散発的で一部の社会部門に限定して実施された（保健省と国

内人権機関による国のハンセン病プログラムを通じて、主に医療従事者の研修

と地方の地域社会に教育を提供したり、原則及びガイドラインは印刷物と電子

媒体を通じて、職場と「世界ハンセン病の日」のような恒例行事において普及

15) [U.N 2017］para. 12. 回答した各国政府はバハレーン、ブラジル、チリ、エルサ
ルバドル、エストニア、日本、モンテネグロ、カタール、サウジアラビア、タイ、
アメリカおよびベトナムであり、その多くはハンセン病の非流行国であった。
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されたりしている)16)。

第⚒は、意思決定過程における参加と協議。この点に関しては、一部の各国

政府が一定の積極的な措置をとってきた。例えば、日本の厚生労働省は、「ハ

ンセン病問題の解決の促進に関する法律」（2009年）に基づいて、ハンセン病

患者・回復者に関する施策の策定と実施について検討する年次会議に、当事者

の代表が参加して意見を述べる機会を設けている。インドでは、地区、州およ

び中央レベルにおいてハンセン病かかわる会議に当事者が参加し、政府の政策

と措置にある程度まで影響を及ぼしている。ブラジルでは、最も強力な当事者

団体が、国家保健評議会だけでなく、中央、州および市の保健会議に積極的に

参加し、政府の保健医療政策に一定の影響を及ぼしている（ただし、中央レベ

ルでの協議と参加は不十分である)17)。

第⚓は、市民的および政治的権利。各国の憲法で、ハンセン病患者・回復者

とその家族を含む、すべての市民が差別されることなくこれらの権利を享受す

ると定めている。しかし、事実上、ハンセン病患者・回復者によるこうした権

利の行使は依然として不十分であり、ある場合には、付属法によって奪われて

いる。例えば、インドの一部の州では、州法によりハンセン病患者・回復者の

被選挙権や公務就任権がはく奪され、その法律が最高裁判所の判決で認められ

た。また、インドとミャンマーでは、ハンセン病コロニーで生活する当事者が

身分証明書を取得できないことで、選挙権、土地所有権や居住権が否定されて

いる18)。

第⚔は、経済的、社会的および文化的権利。各国政府の多くは、ハンセン病

患者・回復者とその家族を含む、すべての市民によるこれらの権利の享受が、

国の一部の政策、ガイドライン、法律とともに、憲法において定められている

ことを示した19)。

16) [U.N 2017］para. 22-24.
17) [U.N 2017］para. 27-30.
18) [U.N 2017］para. 32-33.
19) [U.N 2017］para. 36.
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第⚕は、女性、子どもおよび他の社会的に弱い立場に置かれれた集団。ほと

んどの各国政府は、締約国となった国際人権条約に沿った国内法に基づいて、

そうした集団に対する差別を防止していることを示した。積極的な措置をとっ

ている事例を報告した国もある。例えば、日本では、法務省法務局がハンセン

病に関する意識向上活動や人権相談を行っている。ルワンダでは、ハンセン病

患者・回復者の子どもに対する学校における無差別が確保されている。インド

では、法律委員会によって、女性、子どもおよび他の社会的に弱い立場に置か

れた集団の権利を完全に保護するための法案が政府に提出された。インド国内

人権機関は、市民社会組織と協力して学校の子どもにハンセン病について教え

る青年パートナープログラムを企画し、また当事者に対する差別に関するワー

クショップも開催し、原則及びガイドラインの実施に関するものを含むいくつ

かの勧告を政府に提出した20)。

第⚖は、差別的な政策と法律。一部の各国政府が、ハンセン病患者・回復者

とその家族を差別する法律を改廃する際に積極的な措置をとってきたことを示

した。日本では、改正された1953年「らい予防法」が1996年に廃止され、ハン

セン病患者・回復者とその家族を分離し隔離する政策に終止符を打った。2001

年、政府はハンセン病療養所に入所していた者に補償するための法律を公布し

た。2009年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が発効した。これ

は、差別のない社会を実現するために、とりわけハンセン病患者・回復者の福

祉の促進と名誉の回復のための措置を講じることを中央と地方政府に義務づけ、

何人もハンセン病患者・回復者を差別するまたはいかなる権利や利益をも侵害

する方法で行為してはならないことも定める。ブラジルにおいて、ハンセン病

患者・回復者に対する最後の差別法は、1990年代に廃止された。2007年、ハン

セン病コロニーで生活するハンセン病患者・回復者に――終身の公的年金そし

てすべてのレベルにおけるハンセン病に関する質の高いサービスへのアクセス

を含む――財政的支援と補償を提供する法律が国会で可決された。バングラデ

シュは、1898年の「レパー法」を廃止する法律を2011年に制定した。中国はハ

20) [U.N 2017］para. 44-47.
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ンセン病患者・回復者の婚姻を禁止する法律を2011年に廃止し、エチオピアは

ハンセン病を理由とする婚姻の解消を認めていた家族法の規定を廃止した。ル

ワンダにおいて、国内人権機関は――ハンセン病患者・回復者とその家族を含

む――市民の人権を侵害するいかなる法律も可決されないことを確保するため、

国会に提出された法律を見直す審議に参加した。インド法律委員会は、2015年

⚔月に『ハンセン病患者・回復者に対する差別の撤廃』と題する包括的な報告

書を公表し、そこではハンセン病患者・回復者とその家族に対するいくつかの

差別法を確認し、そうした法律が中央と州の政府によって改廃されることを要

請した。その結果、1898年「レパー法」は、2016年に廃止された21)。

最後に、第⚗は、原則及びガイドラインの実施のフォローアップと監視。原

則及びガイドラインの実施をフォローアップする、ハンセン病患者・回復者に

関する活動を調整する国内委員会と包括的な政策と措置を定める国内行動計画

を有する国がないことを示した。ただし、それらが存在しないにもかかわらず、

政策と法律が採択されて完全に実施されるとすれば、それらは原則及びガイド

ラインを部分的にあるいは有意義に実施したことと同じ価値があると指摘した

国（日本、ルワンダ、ベトナム）もあった22)。

⚓．特別報告者の報告書

⑴ ｢非人間的扱いとしてのスティグマ付与――女性と子どものハンセン病

患者・回復者に対する悪質なステレオタイプ化と構造的暴力――」

クルス特別報告者は、人権理事会第41会期（2019年）に「非人間的扱いとし

てのスティグマ付与――女性と子どものハンセン病患者・回復者に対する悪質

なステレオタイプ化と構造的暴力――」と題する⚒番目の報告書を提出した。

それを作成する際に、ハンセン病患者・回復者とその家族に対する差別撤廃

における進捗状況と障壁を確認するため、⚖つの質問事項に対して情報を提供

するようステークホルダーに要請した。回答した各国政府は、14ヵ国であっ

21) [U.N 2017］para. 49-53.
22) [U.N 2017］para. 57.
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た23)。⚓項目に整理された各国政府が提供した情報の概要は、次の通りである。

第⚑は、形式的平等を執行する際の諸課題。先ず、かなりの回答が、原則及

びガイドラインを実施するための国内計画がないことを報告した。ただし、世

界保健機関の「ハンセン病対策の世界戦略（2016－2020年）」と一致する、看

護、リハビリテーション、差別の評価、意識向上、および現場への支援活動の

分野における介入（バングラデシュ、ブラジル、ブルンジ、コロンビア、エク

アドル、インド、ペルー、パラグアイ、フィリピンなど）、人権問題としてハ

ンセン病について意識を向上する努力（日本などの非流行国）について言及さ

れた。次に、多数の回答は差別法が存在しないことを報告したが、一部の国で、

ハンセン病患者・回復者の権利を厳しく抑制し、スティグマ付与を維持し、司

法へのアクセスを妨げる時代遅れの法律が維持されていることが言及された

（とくにインド）。世界中に、とりわけバングラデシュとインドにある多くの差

別法の一部を廃止する点において見られた最近の進捗状況について情報が寄せ

られた。最後に、多数の回答は、ハンセン病患者・回復者とその家族に対する

差別的な法律、規範および慣行を改廃するための特別な行動計画がないことを

指摘した。一部の国は、社会的に弱い立場に置かれやすい条件で生活する人び

とに対する一般的な差別を廃止するために取り組んでいる努力に言及した（ア

ルゼンチン、ボリビア、ブラジル、エクアドル、パラグアイ、フィリピン）、

その事例は、（反差別法、反差別政策に専心する制度的機関と国内計画の創設

のような）一般的な活動から、ハンセン病に特化したもの（教育用教材とキャ

ンペーン）まであった24)。

第⚒は、実質的平等を執行する際の諸課題。最初に、到達可能な最高水準の

健康への自主的かつ包括的なアクセスを確保するための措置について、多数の

回答は、その権利を各国の憲法で認めていることに言及した。多剤併用療法の

23) 流行国（ブラジル、コートジボワール、フィリピン）、非流行国（アルゼンチン、
ボリビア、ブルンジ、、エクアドル、ジョージア、グアテマラ、日本、モンテネグ
ロ、パラグアイ、ペルー、チュニジア）である。［U.N 2019］para. 74.

24) [U.N 2019］para. 79-81.
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供給、監視システム、時宜にかなった診断を確保する戦略、意識向上活動およ

び世界保健機関の技術的助言の実施のような特別措置も報告された（アルゼン

チン、ブラジル、ボリビア、コートジボワール、エクアドル、グアテマラ、日

本、モンテネグロ、パラグアイ、ペルー、フィリピン）。次に、教育を受ける

権利に関して、多数の回答は、各国の憲法におけるこの権利の一般規定および

平等と無差別の原則に言及した。子ども全般、とりわけ障害のある子どもに対

する教育を受ける権利を確保する一般法も言及された。しかし、ハンセン病患

者・回復者と子どものハンセン病患者・回復者が教育にアクセスすることを確

保すると同時に、前者に訓練の機会、スキルの開発、アクセス可能性および合

理的配慮を提供するための特別措置については言及されなかった。また、ハン

セン病患者・回復者が尊厳のある労働と経済的自立に対する権利にアクセスす

る際の障壁を克服するために各国政府によってとられた措置として、訓練の機

会、障害者に仕事を留保する比率を定めるインドの障害者法、ブラジルにおい

て強制隔離されたハンセン病患者・回復者11,520人に対して法律によって給付

された終身年金である。最後に、ハンセン病患者・回復者とその家族の生活に

影響を及ぼす意思決定過程に参加することだけでなく、家族生活、結婚、地域

社会および公共生活に関する市民的権利を確保するために、各国政府によって

とられた措置については、平等と無差別の原則を保障する憲法の条文と一般法

に言及する以外の情報がほとんど提供されなかった25)。

第⚓は、差別撤廃のためのグッド・プラクティス。この事例は医療部門、主

にケアの提供と意識向上活動の範囲内にある。国内と地方における医療プログ

ラムに基づいた保健医療サービスを改善するための意識向上活動やキャンペー

ン（ボリビア、ブラジル、ブルンジ、コートジボワール、パラグアイ）、意識

向上のために優先すべき場所として学校に言及（ブラジル、インド、日本）、

さまざまなステークホルダーを結びつける各国政府の地方自治体の活動事例

（ブラジル、ブルンジ）が報告された26)。

25) [U.N 2019］para. 82, 84-86.
26) [U.N 2019］para. 89.
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なお、この第⚒報告書が注視する女性と子どものハンセン病患者・回復者を

保護する際の諸課題についても報告されている。各国政府、市民社会組織およ

び国内人権機関から、次のような情報が提供された。第⚑は、女性のハンセン

病患者・回復者のニーズと同時に、彼女たちに対する差別と暴力に対処するた

めの特別計画の策定が完全に欠如していること。ただし、ジェンダー平等を推

進し、ジェンダーに基づく差別を撤廃するための法的枠組み（憲法の条文、女

性差別撤廃条約の批准、ジェンダーに基づく暴力を撤廃する法律および一般的

な反差別法）に関する情報が提供された（ボリビア、コロンビア、コートジボ

ワール、エクアドル、ジョージア、インド）。また、不利益な立場に置かれて

いる女性を対象とした、教育とエンパワーメント・プログラムについて言及さ

れた（コートジボワール、エクアドル、エチオピア、バングラデシュ)27)。第

⚒は、子どものハンセン病患者・回復者の権利を確保するための措置、子ども

の保護とケアのための全体的な枠組みについて、ほとんどの国が情報を提供し

なかった。しかし、医療、教育および情報に関する子どもの保護とケアのため

に策定された一般法、プログラムおよびイニシアティブ（ボリビア、カンボジ

ア、コートジボワール、エクアドル、エチオピア）、学校における教材の配布

とハンセン病にかかわるプロジェクトの実施（パラグアイ）、学校の教員と生

徒の間の意識向上活動や子どものハンセン病患者・回復者の間で障害をなくす

ことに焦点を合わせた予防ケアと家族のカウンセリング（バングラデシュ）、

社会的に弱い立場に置かれた子どもが保健医療に優先的にアクセスすること

（コロンビア）などの事例が提供された。子どものハンセン病患者・回復者の

権利を執行するためにとられた措置については、国による過去の違法行為に対

する賠償を求めて行われている訴訟（日本）だけが言及された28)。

⑵ ｢権利を基盤とする行動計画のための政策枠組み」

クルス特別報告者は、人権理事会第44会期（2020年）に「権利を基盤とする

行動計画のための政策枠組み」と題する⚓番目の報告書を提出した。それを作

27) [U.N 2019］para. 87.
28) [U.N 2019］para. 88.

― 13 ― ( 191 )

｢ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃のための原則及びガイドライン」の国内的実施



成する際に、ハンセン病患者・回復者とその家族に対する差別撤廃における模

範的な実践例を確認するため、⚒つの質問事項に対して、官民のパートナー

シップを含む情報を提供するようステークホルダーに要請した。14ヵ国の各国

政府から情報が寄せられた29)。それらは、次に掲げる⚔つの領域に分けてまと

められている。

第⚑は、十分な生活水準と経済的自立。次のような実践例が紹介されている。

条件付きの送金プログラムである家族手当および高齢者と障害者に対する保証

期間付生涯年金の支給、保健省とさまざまな市民社会組織および全米保健機構

との官民間のパートナーシップによる保健医療と新規患者の発見、意識向上、

保健医療従事者の研修、現場への支援活動および地域社会の関与（ブラジル）。

基本的ニーズを充足するには金額が不十分であり、それにアクセスする際の課

題があるものの、該当する障害の基準に当てはまるハンセン病患者・回復者に

給付されてきた障害者年金（インド）。小規模融資、農業や家畜のような領域

にけるイニシアティブを含む、非政府組織とのパートナーシップを通じた訓練

（モザンビーク、ニジュール、ナイジェリア）。ハンセン病患者・回復者の生活

水準の改善に寄与している食の安全プログラム（インドなど）。ハンセン病患

者・回復者とその家族も対象となる、国と地域社会を基盤とするリハビリテー

ション・プログラム、障害者に対する平等機会証明書プログラムと家族保障の

ための国内プログラム（セネガル）。当事者の回復、生存および包摂を育む効

果的な戦略であることを証明してきた自助および自己治療グループの存在（ブ

ラジル、インド、日本、モザンビーク、ネパール、ナイジェリア）。権利の執

行に関して積極的な影響を及ぼしている、市民社会組織、宗教指導者、伝統的

指導者や神霊治療家との間の地域社会におけるパートナーシップの構築（ブラ

ジル、ガーナ、ナイジェリア)30)。

第⚒は、無差別、自立生活および地域社会における包摂。立憲民主政体のな

かで、その憲法典において平等を定義し、差別を禁止するための洗練された手

29) [U.N 2020a］para. 6.
30) [U.N 2020a］para. 24.
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段を定めている国がある一方で、ハンセン病患者・回復者に対する差別法をも

つ50以上もの国が存在する。ハンセン病患者・回復者に対する最も差別的な法

律をもつ国であるインドで現在とられている積極的措置が、いまだに残ってい

る差別法を廃止することに寄与するかもしれない31)。

第⚓は、ステレオタイプの撤廃および真実と記憶に対する権利。先ず、強制

隔離に対する賠償措置として、ハンセン病患者・回復者だけでなくその家族に

も賠償を提供する法律を制定（日本）、ミナスジェライス州の政策により父母

から分離された者に対する賠償の付与、国の土地と財産に関する規則によるア

クレ、リオデジャネイロおよびミナスジェライス州におけるハンセン病患者・

回復者とその家族に対する住宅財産の使用権と所有権の譲渡（ブラジル）。次

に、資料館の建設や強制隔離されたハンセン病患者・回復者の芸術品の保存と

研究のような、記憶を保存する先駆的なイニシアティブ（日本）。また、かつ

てハンセン病療養所において参加型の保健医療管理と保健医療を提供したとい

う革新的な経験（日本とブラジル）。

第⚔は、社会的に弱い立場に置かれた集団に焦点を合わせた、エンパワーメ

ント。ハンセン病患者・回復者は、大学機関、公式に制度化された作業部会と

委員会に参加してきた国の存在（ブラジルとネパール）。ハンセン病患者・回

復者とその家族の利益になりうる、障害者の包摂、女性に対する暴力の撤廃お

よび子どもと高齢者の権利の保護のような社会的に弱い立場に置かれた集団を

保護するための行動計画の存在（ブラジル、インド、日本)32)。

⑶ ｢残された課題――ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する法律

による差別――」

2020年11月以降、⚒期目の活動を始めたクルス特別報告者は、2021年に初め

て国連総会（第76会期）に報告書「残された課題――ハンセン病患者・回復者

及びその家族に対する法律による差別――」を提出した。これを作成する際に、

次のような質問事項がステークホルダーに対して公開された。すなわち、①

31) [U.N 2020a］para. 37.
32) [U.N 2020a］para. 70.
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ハンセン病患者・回復者とその家族に対して差別的な影響を及ぼす国内の法律、

規則、命令、決議および政策についての情報、② ハンセン病患者・回復者と

その家族に対して差別的な影響を及ぼす、伝統的な成文化されていない規範を

含む、既存の慣習的規則に関する情報、③ このような差別的な法律や規範を

改廃するために取られた措置についての情報、また、廃止に向けた課題がある

場合には、その内容。それに対して、合計10ヵ国の政府と22の市民社会組織か

ら回答が寄せられた33)。

双方の回答から、次のような各国の現状が明らかにされた。第⚑は、差別的

な法律によって侵害された権利。これは、① 選挙への参加や公務就任を禁止

することを通じて政治的権利を侵害する差別的な法律、② 公共交通機関の利

用を禁止したり、制限したりすることによる移動の自由を制限する差別的な法

律、③ ハンセン病を理由とした婚姻の解消を認める法律、④ 移民の権利を否

定する差別的な法律、⑤ 特定の職業へのアクセスを制限する差別的な法律、

⑥ 労働の権利の制限と重要な政治参加の権利の制限を組み合わせた、そして

ハンセン病患者・回復者が公的機関や民間企業で権限ある地位に就くことを禁

止する差別的な法律、⑦ 物乞いをするハンセン病患者・回復者に対処する一

環として強制隔離と入院を定めた差別的な法律、⑧ 政治的権利と労働の権利

を制限し、ハンセン病患者・回復者の移動の自由を制限する都市制度法、⑨

刑事施設に関する規制の一環としてハンセン病患者・回復者の強制隔離を推進

する差別的な法律、⑩ ハンセン病患者・回復者の強制隔離と分離のための政

策を定める公衆衛生上の差別的な法律、⑪ 表面上は中立に見える法律の差別

的な適用を通じたハンセン病患者・回復者に対する間接差別、に分類されてい

る34)。

第⚒は、伝統的な差別的慣習と慣行。具体的には、次のような事例が報告さ

れている。根強い家父長制とハンセン病に対する無知によって、女性のハンセ

ン病患者・回復者の通院に夫の許可が必要（ボリビア）、ハンセン病に対する

33) [U.N 2021b］para. 14.
34) [U.N 2021b］para. 32-48.
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伝統的で誤った考え方によって、ハンセン病患者・回復者の子どもの人生に悪

影響を及ぼしている（ブルンジ）、ハンセン病は呪いであるという理由で当事

者を社会的交流や地域社会から隔離する（カメルーン）、ハンセン病は呪いや

忌まわしい犯罪の結果であるという考え方から、当事者は社会のさまざまな場

面で差別され、社会から見放されている（ナイジェリア）、ハンセン病は世代

を跨いて継承される呪いであると考えられているため、当事者は祭り・地域社

会・学校から排除され、当事者から商品を買わない（ネパール）。また、宗教

に根ざした差別的慣習と慣行に関しては、ハンセン病患者・回復者である聖職

者の教会活動やサービスへのアクセスを制限（エチオピア正教会）、古代ヒン

ドゥー教の聖典に基づくハンセン病にまつわるスティグマ付与（インド）、ハ

ンセン病は前世の悪行の報いという仏教に根ざした価値観（ミャンマー）が指

摘されている。さらに、こうした根強い信念の体系がハンセン病患者・回復者

を非人間的に扱うことを正当化することになり、魔術の疑いをかけられた当事

者が殺害された事例も報告された（西アフリカのある国)35)。

第⚓は、法律による差別の撤廃に向けた取り組み。先ず、差別的な法律の改

廃については、ハンセン病患者・回復者の強制隔離を定めた公衆衛生関連の差

別的な法律の廃止（コロンビアや日本）、ハンセン病患者・回復者を差別する

法律を改正する努力（スリランカなど）、2016年に中央政府による「レパー法」

の廃止、中央政府の主導によるハンセン病を離婚の理由として認める身分法の

条項を最終的に修正する過程、法律委員会がまとめた国内に存在するすべての

差別的な法律を特定し廃止するための勧告（インド）。次に、ハンセン病患

者・回復者の権利を保護する法律やプログラムの採択に関して、高齢のハンセ

ン病患者・回復者に対して、その扶養家族にまで年金を支給し、当事者のリハ

ビリテーションのために⚖ヶ月の期間も含める老齢・障害年金法（ブルネイ・

ダルサラーム）、障害のあるハンセン病患者・回復者に対する経済的手当の支

給（コロンビア）。そして、ハンセン病患者・回復者の権利を保護するととも

に、ハンセン病を理由とする差別を禁止する差別禁止法については、「ハンセ

35) [U.N 2021b］para. 49-53.
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ン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」（2001年）、「ハン

セン病問題の解決の促進に関する法律」（2008年）、「ハンセン病元患者家族に

対する補償金の支給等に関する法律」（2019年）などの法律に基づき、ハンセ

ン病回復者とその家族に対する補償を含む複合的な賠償プログラムが整備され、

2008年の法律では、とくにハンセン病を理由とする差別を禁止しており、全体

として、ハンセン病回復者との協議や権利保障のための措置、人権侵害の申立

ての調査とそれに応じた救済措置が盛り込まれた（日本）。また、ハンセン病

が治癒し、有効な障害者手帳を持つ人に対して適用される障害者権利法は、社

会保障、健康、リハビリテーションおよび技能開発の分野における計画やプロ

グラムを策定するよう、適切な行政および政府機関に義務づけ、障害を理由と

する差別を禁止し、「ハンセン病治癒者（leprosy-cured persons）」が社会的

給付を受け取り、政府機関や高等教育機関の地位にアクセスする権利を有する

障害者として認めている（インド)36)。

⚔．小 括

⚔つの報告書において確認してきた各国政府の取り組みは、次のようにまと

めることができる。第⚑は、原則及びガイドラインを実施するための施策や行

動計画だけでなく、それフォローアップし監視する国内委員会が存在する国が

ない。第⚒は、一定の積極的な立法（差別法の改廃など）、行政（職業訓練、

年金の支給など）、司法（賠償プログラムなど）その他の措置（意識向上など）

をとっている複数の国が存在する。第⚓は、そうした措置の中心となっている

対象が保健医療と意識向上の分野である。

各国政府の多くは、憲法や法律で定める平等と無差別の保障――言い換える

と、形式的平等――を強調する。しかし、ハンセン病患者・回復者とその家族

に対する差別を撤廃するには、実質的平等を確保するための取り組みにまで踏

み込む必要がある。現状では――漸進的に進展しているものの――そこまでに

は十分に手が届いていない。

36) [U.N 2021b］para. 54-57.
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Ⅳ．市民社会組織の取り組み

⚑．人権問題にかかわる市民社会組織の活動形態

人権問題にかかわる市民社会組織、とりわけ人権 NGO は、次のような多種

多様な活動を展開することで、国際人権法の促進と進展に大きく寄与してきた。

第⚑は、人権問題への関心を国際社会で喚起する課題設定活動。第⚒は、国際

人権基準の設定活動。第⚓は、人権に関する情報の収集・分析・頒布。第⚔は、

告発・非難活動。第⚕は、国際的連帯と人権活動家への支援。第⚖は、人権教

育。第⚗は、国際的機関や各国政府に対する専門的助言・分析の提供37)。国際

人権条約の国内的実施は、各国政府による義務の履行を見ているだけでは十分

に観察することはでず、このような市民社会組織のさまざまな取り組みを確認

することも必要である。なぜなら、そうした活動こそが国内における人権条約

の実施状況に最も大きな影響を及ぼすからである38)。

以下、市民社会組織が提供してきた情報の中から、主に各国政府が伝えてい

ないものに焦点を合わせる。それによって、各国政府から提供された情報（に

欠落している内容）を補うことができる。

⚒．研究報告書

市民社会組織から寄せられた回答には、各国政府の回答では知らせていない

情報や現状について、次のような⚗項目にまとめられて報告されている。

第⚑は、意識向上と普及。原則及びガイドラインについて意識を向上し普及

するほとんどの活動は、各国におけるハンセン病患者・回復者団体によって行

われてきた。しかし、そうした意識を向上する活動は、まったく不十分である

か一定の社会部門に限定されており、こうした活動のための明確な国内政策や

行動計画がほとんどあるいはまったくないことを示した39)。

37) [阿部・今井・藤本 2009］277－282頁。
38) [申 2016］439－440頁。
39) [U.N 2017］para. 25.
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第⚒は、意思決定過程における参加と協議。ほとんどの回答が、今日まで政

府の意思決定過程においてハンセン病患者・回復者と協議し、当事者が参加す

る機会が最低限しか、あるいはまったくないことを示した。しかし、当事者は

自助集団を結成し、自分たちに影響を及ぼすローカル・レベルの政策提言とプ

ロジェクトにかかわっていることも報告した40)。

第⚓は、市民的および政治的権利。これらの権利を保障するための法律や政

策を整備した一部の各国政府においても、社会に存在する根強いスティグマと

差別により、ハンセン病患者・回復者がそれらの権利を現実に行使することは

困難である（例えば、ブラジルのあるハンセン病患者は読み書きができず、指

紋を押すために支援を必要としたがために、登録担当官によって投票用紙を拒

絶された）。また、政府が当事者による市民的および政治的権利の完全な享受

を確保するために特別な政策と法的措置をとる必要があることが強調された。

他方で、ブラジルにおける最大の当事者団体は、ハンセン病患者・回復者の権

利侵害の事例を審査するだけでなく、ハンセン病に関する公共政策と法律が政

府によって支持されることを確保するために、法務省とパートナーシップを構

築してきた41)。

第⚔は、経済的、社会的および文化的権利。さまざまな社会部門に存在する

広く行き渡った制度的なスティグマと差別のために、ハンセン病患者・回復者

とその家族が享有するいくつかの中核となる人権（婚姻し家族を形成する権利、

教育に対する権利、労働の権利、公共サービスにアクセスする権利、十分な保

健医療に対する権利、政治的、社会的および文化的生活に参加する権利）が現

実に侵害されていること、それらの権利に対処するための政府による措置が全

体的に不足していることを示した42)。

第⚕は、女性、子どもおよび他の社会的に弱い立場に置かれた集団。市民社

会組織から寄せられた多くの回答は、政策と法律が可決されたとしても、それ

40) [U.N 2017］para. 31.
41) [U.N 2017］para. 34-35.
42) [U.N 2017］para. 36, 43.
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らは必ずしも効果的に実施されるとは限らず、そうした集団に対するスティグ

マと差別が依然として広く行き渡っていることを強調した。また、同じことが

政府の措置にもあてはまり、こうした当事者とその家族の人権を促進し保護す

るために、政府が特別な政策や法的保護をとる必要性が重要であることが強調

された43)。

第⚖は、差別的な政策と法律。こうした差別法の成立を阻止した事例として、

2015年に、ハンセン病患者・回復者の配偶者が離婚を要求することを認めるひ

とつの法律を可決しないよう国会に働きかけることに成功した、ネパールのハ

ンセン病患者・回復者団体とそれらを支援する非政府組織の活動が指摘されて

いる44)。当事者団体と市民社会組織から寄せられた回答の多くは、各国におけ

る政策や法律がハンセン病患者・回復者とその家族が生活する場所を自由に選

ぶことを認めているけれども、社会に根強く残っている広く行き渡ったスティ

グマ付与と差別に対する恐怖によって、当事者が社会復帰するための重大な障

壁となっていることも示した45)。

最後に、第⚗は、原則及びガイドラインの実施のフォローアップと監視。原

則及びガイドラインを実施する特別な措置（国内行動計画）を策定し、それら

を調整する機関を政府内部に設置する――そこには当事者［団体］を含む多様

なステークホルダーが委員となる――必要があることが強調された46)。また、

原則及びガイドラインについての意識向上と普及の促進、差別法の廃止、ハン

セン病患者・回復者とその家族の社会復帰とリハビリテーションの促進、適切

で品位のある言葉の使用、そしてハンセン病患者・回復者とその家族のエンパ

ワーメントを含む、各国政府が原則及びガイドラインの実施に向けてとらなけ

ればならい一定の優先的な措置も指摘された47)。

43) [U.N 2017］para. 48.
44) [U.N 2017］para. 52.
45) [U.N 2017］para. 58.
46) [U.N 2017］para. 59.
47) [U.N 2017］para. 60-65.
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⚓．特別報告者の報告書

⑴ ｢非人間的扱いとしてのスティグマ付与――女性と子どものハンセン病

患者・回復者に対する悪質なステレオタイプ化と構造的暴力――」

クルス特別報告者が作成した⚒番目の報告書に対して、重い負担をかかえる

諸国（バングラデシュ、ブラジル、コンゴ民主共和国、エチオピア、インド、

ネパール、ナイジェリア）、軽い負担をかかえる諸国（カンボジア、中国、コ

ロンビア、日本、マレーシア、パキスタン、パプアニューギニア）から、16の

市民社会組織が次のような有益な情報を提供した48)。

第⚑は、形式的平等を執行する際の諸課題。この点に関して、法的整合性を

実現する手段としての戦略的訴訟活動（インド）、父母から強制的に隔離され

たハンセン病患者・回復者の子どもに対する賠償措置（日本）が指摘された49)。

第⚒は、実質的平等を執行する際の諸課題。先ず、到達可能な最高水準の健

康にアクセスする際の障壁として、⒜ 細菌が治癒したあとの補完医療サービ

スの欠如、⒝ ハンセン病患者・回復者の個人収入の不足、⒞ ハンセン病とハ

ンセン病にかかわる合併症について適切な訓練を受けた保健医療従事者を含む、

保健医療従事者の不足、⒟ 農村部の医療施設に多剤併用療法を継続的に供給

することの欠如、⒠ 早期診断を促進することができる、ハンセン病の症状を

確認する方法に対処する医療教育啓発戦略の欠如に言及があった。次に、ハン

セン病患者・回復者が尊厳のある労働と経済的自立に対する権利にアクセスす

る際の障壁として、失業、不完全雇用、不安的な日雇労働、仕事の不安定、就

業機会へのアクセスの欠如、不平等な賃金、一部の各国政府によって提供され

る不十分な年金が指摘された50)。

第⚓は、差別撤廃のためのグッド・プラクティス。ハンセン病患者・回復者

の主体性の開発に関して、地域社会に密着したリハビリテーション、（そうし

た集団によって率いられた模範的なアドボカシーの積極的な事例によって）ハ

48) [U.N 2019］para. 75.
49) [U.N 2019］para. 79.
50) [U.N 2019］para. 83, 85.
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ンセン病患者・回復者の自助と自己療法の集団や団体の結成と同時に、（女性

に焦点を合わせた）医療サービス、収入創出および教育の機会における家族の

参加において、市民社会組織によって果たされる役割が強調された（バングラ

デシュ、カンボジア、コンゴ民主共和国、エチオピア、ナイジェリア、パキス

タン)51)。

⑵ ｢権利を基盤とする行動計画のための政策枠組み」

前述したように、この報告書を作成するために⚒つの質問事項が考え出され

た。それに対して、複数の市民社会組織から情報が寄せられた。これらは、次

に掲げる⚔つの領域に分けてまとめられている。

第⚑は、十分な生活水準と経済的自立。市民社会組織は、労働市場における

包摂と就労機会を創出するため、ハンセン病患者・回復者の訓練に指導力を発

揮してきた（インドにおける職業訓練センターはその重要な事例)52)。

第⚒は、無差別、自立生活および地域社会における包摂。次のような事例が、

報告された。最高裁判所における社会活動訴訟やキャンペーンと権利擁護を通

じて推進されてきた市民社会組織の活動は、ハンセン病患者・回復者に対する

差別的な法律と慣行を撤廃することに寄与してきた（インド）。共生・尊厳・

経済的自立のための国際ネットワーク（IDEA）によるハンセン病患者・回復

者の権利について意識を向上するための法的権利を擁護するワークショップ

（ネパール）。マラニョン州公選弁護人事務所、ハンセン病患者・回復者の社会

復帰のための運動（MORHAN）と笹川保健財団とのパートナーシップ協定に

よる――制度化された差別的慣行と闘うために、ハンセン病患者・回復者の人

権侵害を受理し、監視する――全国人権・ハンセン病監視事務所の創設（ブラ

ジル)53)。

第⚓は、ステレオタイプの撤廃および真実と記憶に対する権利。次のような

事例が指摘された。依然として隔離された地域社会で生活する高齢のハンセン

51) [U.N 2019］para. 89.
52) [U.N 2020］para. 24.
53) [U.N 2020］para. 37.
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病患者・回復者が尊厳をもって生きることができることを確保するための戦略

の実施（台湾）。それが望ましくかつ可能である場合に、ハンセン病患者・回

復者を自宅に戻すための支援によって、隔離施設で生活する家族を再統合する

活動（ガーナとトーゴ)54)。

第⚔は、社会的に弱い立場に置かれた集団に焦点を合わせた、エンパワーメ

ント。この事例として、女性のハンセン病患者・回復者がその団体と団体が参

加するフォーラムにおいて指導的な立場をとることを促進し支援する活動（ブ

ラジルとインド）が紹介されている55)。

⑶ 残された課題――ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する法律に

よる差別――」

この報告書を作成するために事前に公開された質問事項に対する22の市民社

会組織からの回答から、以下のような点が報告されている。第⚑は、世界各地

に存在する差別的な法律。これについては、ハンセン病患者・回復者を差別す

る法律が、流行国と非流行国ともに確認された。反ハンセン病国際連盟による

と、差別的な法律が根強く残っている国としてバハマ、バルバドス、ドミニカ、

エジプト、インド、ジャマイカ、マレーシア、マリ、マルタ、ミャンマー、ナ

ミビア、ネパール、ニジェール、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピ

ン、セネガル、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦お

よびアメリカ合衆国が指摘されている。また、同連盟のデータベースと他の市

民社会組織から寄せられた情報から、アジアはハンセン病患者・回復者に対す

る差別的な法律が最も多く存在する地域であった。差別的な法律の存在は、同

連盟を含め、エチオピア、インド、ミャンマー、ネパール、パプアニューギニ

アおよびスリランカの市民社会組織によって報告された。同連盟のデータベー

スによれば、インドだけで、世界中の差別的な法律の約77％を占め、100以上

の法律が確認された56)。

54) [U.N 2020］para. 52.
55) [U.N 2020］para. 70.
56) [U.N 2021b］para. 24.
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第⚒は、法律による差別の撤廃に向けた取り組み。先ずは、差別的な慣習や

慣行に取り組むことを目指す戦略。例えば、オランダ救らい協会ブラジル

（NHR Brazil）が世界保健機関のハンセン病に関する保健政策に沿った活動を、

保健医療へのアクセス、メンタルヘルスの促進および社会経済的エンパワーメ

ントの分野で実施（ブラジル）、ダミアン財団が政府と緊密に連携して意識向

上活動を行い、宗教者や地域指導者への働きかけによるハンセン病関連問題の

意識向上、保健医療従事者の研修、草の根団体を支援する合同意識向上委員会

を推進（ブルンジ）、レプロシーミッションによるハンセン病に関する意識向

上活動（パプアニューギニア、南アフリカ）。次に、アドボカシー活動の例と

して、レプロシーミッションがハンセン病患者・回復者団体とともに、ハンセ

ン病患者・回復者を差別する既存の法律を廃止するよう政府に要請（ネパー

ル）。そして、戦略的訴訟については、インドで次のような成果を上げている。

最高裁判所は中央と地方の政府に対して、ハンセン病患者・回復者を社会に包

摂することに向けた措置を講じるよう要請（2014年）、2015年、インド法律委

員会は、『ハンセン病患者・回復者に対する差別の撤廃』と題する報告書第256

号を司法・公正大臣に提出し、「ハンセン病患者・回復者に対する差別撤廃法

案」と称する包括的な新差別禁止法の提案（2015年）、最高裁判所は、パンカ

ジ・シンハ対インド連邦等事件（令状請求（民事）第767/2014号）の判決で、

ハンセン病患者・回復者に対するさまざまな形態の差別に対処するよう指示を

出し、ビディー法政策センターがインド連邦を相手取って提出した、憲法第14

条、第19条および第21条に基づくハンセン病患者・回復者の基本権を侵害する

119もの中央と地方の法律を列挙する令状請求（民事）第1151／2017号とイン

ド法律委員会の報告書にも留意し、ハンセン病患者・回復者を引き続き直接的

および間接的に差別するインドの法律が数多く存在することに懸念を表明した

（2018年)57)。

57) [U.N 2021b］para. 58-61.
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⚔．小 括

ここまで⚔つの報告書で確認してきた市民社会組織の取り組みは、次のよう

にまとめることができる。第⚑は、その性格からして当然のことであるが、各

国政府の課題を当事者の視点から明確に指摘している。とりわけ、当事者に対

する差別を撤廃し、その権利を保障する法律や政策が整備されているものの、

実態としては社会に根強く残るハンセン病に関する偏見やスティグマ（付与）

のために、その効果的な実施が妨げられている側面を鋭く指摘する。第⚒は、

国内外の市民社会組織や当事者団体が協働することで、一定の成果を出してい

る。協力する国際的組織には、レプロシーミッションのような100年以上に及

ぶ経験を有するミッション系の団体58)、IDEA59)のような比較的近年に創設さ

れた当事者団体がある。第⚓は、政府とパートナーシップ関係を構築すること

で、本来的には政府が行うべき活動の一部を肩代わりしている。第⚔は、各国

や現地の事情に応じて、戦略的訴訟、アドボカシー活動、社会復帰支援、家族

の再統合などのさまざまな戦略と活動を展開しており、とくに意識向上活動に

最もかかわっている。

Ⅴ．成果と課題

⚑．原則及びガイドラインの効果

Ⅲ章とⅣ章で確認したことから、原則及びガイドラインのガイドライン（各

国政府が差別撤廃のために取り組む指針）が、その国内的実施に及ぼした効果

における成果と課題は、以下のようになる。

ガイドライン⚑「一般」では、先ず、一部の国が差別的な法律を改廃するこ

58) ｢レプロシーミッション」の原点は、1874年に創設された「英国救らいミッショ
ン」である［犀川・森・石井 2012］189頁、295頁。次のウェブサイトも参照。
https://www.leprosymission.org/about-us/history/

59) IDEA は、1994年にハンセン病患者・回復者自身によって初めて創設された国際
的組織であり、30ヵ国以上に⚒万人の会員を有し、19ヵ国に支部がある。次のウェ
ブサイトを参照。http://www.idealeprosydignity.org/about/About%20IDEA%20-
%20Leprosy%20and%20Human%20Rights.html
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とに成功したり、改正に向けた努力を行っていた。法律による強制隔離がもた

らした被害に対する賠償措置をとる国もあった。そうした成功例の多くは、市

民社会組織の諸活動（訴訟やアドボカシー）が寄与したものであった。ただし、

差別的な法律を改廃するための行動計画を策定している国がないことは課題で

あった。次に、意思決定過程における当事者の参加については、一部の国が一

定の積極的な措置をとっているが、全般的にはその機会が最小限であるかほと

んどないというのが実態であった。一部の当事者団体は地方レベルでの政策提

言とプロジェクトに参加していた。

ガイドライン⚒「平等と無差別」については、先ず、多くの国が憲法で平

等・無差別を定め、（国内計画がないものの）形式的平等を推進する措置（看

護、リハビリ、差別評価、意識向上など）をとっていた。また、主に健康に対

する権利において、実質的平等を実現するための特別措置も複数とられていた。

国内外の市民社会組織のパートナーシップ協定によって人権・ハンセン病を監

視する組織が創設された国もあった。他方で、差別的な法律を有する国が世界

各地（流行国と非流行国を含む）に50以上も存在し、法の前の平等を侵害して

いる。さらに、ハンセン病に対する誤解とステレオタイプに基づく伝統的な差

別的慣行の残存によって、ハンセン病患者・回復者とその家族に対するスティ

グマ付与と非人間的扱いが依然として正当化されている。

ガイドライン⚓「女性、子どもその他の社会的に弱い立場に置かれた集団」

について、多くの国は国際人権法に沿った国内法によって差別に対処し、一部

の国では積極的な措置（公式な作業部会や委員会に参加、当事者を保護する行

動計画の実施）を行っていた。女性のハンセン病患者・回復者を当事者団体と

関連するフォーラムの指導的立場に就くことを支援する市民社会組織もあった。

しかし、とくに女性当事者のニーズと暴力に対処する特別な行動計画が存在し

ないことが課題であった。

ガイドライン⚔「家庭と家族」について、各国政府は憲法、法律、政策、指

針に定めることだけに留まっており、政府の措置は不十分であった。他方で、

市民社会組織のなかには、隔離施設で生活する当事者を自宅に戻って家族と再
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統合する活動を行っている国もあった。

ガイドライン⚕「コミュニティにおける生活と住居」に関して、多くの国は

憲法、法律、政策、指針で定めているものの、実際には当事者が直面するス

ティグマ付与や差別に対する措置が不十分であるため、依然として社会復帰が

困難である状態が継続している。また、差別的な法律によって移動や居住の自

由を侵害している国もある。他方で、隔離された地域社会で生活する高齢の当

事者が尊厳をもって生きることを確保する戦略を採用する市民社会組織もあっ

た。

ガイドライン⚖「政治活動への参加」は、多くの国が憲法で保障しているも

のの、実際には当事者によるこれらの権利の行使は不十分であり、否定する国

もある。また、差別的な法律で参政権や公務就任権を侵害する国も存在した。

ガイドライン⚗「職業」について、各国は憲法、法律、政策、指針に定める

ものの、政府の措置は不十分であった。差別的な法律によって職業選択の自由

を侵害する国もあった。市民社会組織のなかには、就労・職業訓練に指導力を

発揮する活動を行っているものもあった。

ガイドライン⚘「教育」は、多くの国が憲法、法律、政策、指針に定めてい

るが、特別措置をとっている政府はなかった。他方で、教育の機会にアクセス

するために家族の参加を促進する市民社会組織があった。

ガイドライン⚙「差別用語」については、各国政府と市民社会組織ともに

まったく言及がなかった。ガイドライン10「公共、文化、レクリエーション活

動への参加」について、各国は憲法、法律、政策、指針に定めることに言及す

るだけであった。差別的な法律によって移動の自由が制限されることにともな

い、これらの権利が侵害されている国もあった。

ガイドライン11「医療サービス」は、多くの国が憲法、法律、政策、指針で

定め、さまざまな特別措置（多剤併用療法の供給、監視システム、時宜にか

なった診断など）をとっていた。しかしながら、到達可能な最高水準の健康に

アクセスする際には⚕つの障壁があることも指摘された。他方で、市民社会組

織も保健医療へのアクセス、メンタルヘルスの促進など活発な支援を行ってい
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る。

ガイドライン12「生活水準」に関して、各国政府は憲法、法律、政策、指針

で定めており、なかには就労における障害者枠を設定したり、終身年金や当事

者とその家族に対する経済的手当の支給などの当事者の権利を保護するための

法律や計画を実施していた。市民社会組織は、リハビリテーション、当事者の

自助・自己療法集団の結成と活動、就労・職業訓練において重要な役割を果た

しており、官民の協働による成果も見られた。しかしながら、当事者が経済的

自立にアクセスする際には⚗つの障壁があることが指摘された。

ガイドライン13「意識向上」については、散発的で一部の社会部門（学校、

保健医療など）に限定されて積極的な措置をとっている国は多いものの、包括

的な政策や行動計画が策定されている国がないことから政府の取り組みは不十

分であった。意識向上活動のほとんどが当事者団体によって実施されていた。

また、市民社会組織も、部分的には官民が連携しながら、この活動にかかわっ

ている。

ガイドライン14「各国の活動の立案、実施、フォローアップ」に関して、各

国政府からはまったく報告されなかった。ハンセン病患者・回復者とその家族

に人権にかかわる活動に取り組む委員会や国内計画が存在する国がまったくな

かった。市民社会組織が、それらの創設や策定を要請していた。

以上のことから、ガイドラインには、項目によって効果に差異があることが

見て取れる。比較的効果が見られたもの（⚑、⚒、⚓、11、12、13）、効果が

さほど見られないもの（⚔、⚕、⚖、⚗、⚘、10）、ほとんど無視されている

もの（⚙、14）がある。

なお、⚓分の⚒近くものガイドライン（⚓、⚔、⚕、⚖、⚗、⚘、10、11、

12）において、憲法や法律で形式的に差別を禁止する規定を定めていたとして

も、根強く残るハンセン病患者・回復者とその家族に対するスティグマ（付

与）と差別のために、法や政策が効果的に実施されなかったり、実際には当事

者が有する諸権利が侵害されていると指摘されていた。この広い分野で見られ

る法と実態の隔たりが、差別的な法律の残存とともに、現時点における最も大
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きな課題であると見なせる。だた、この点が明白になったこと自体は、将来に

向けて対処すべき事項が判明したという意味で、原則及びガイドラインの制定

と普及がもたらしたひとつの成果と言えるだろう。

⚒．効果を及ぼした諸要因と課題

これまで確認してきたように、原則及びガイドラインが策定されて以降、各

国政府によるその国内的実施において一定程度の効果を及ぼしてきた。その要

因には、次のような諸点がある。

第⚑は、ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃に関する特

別報告者の諸活動である。クルス特別報告者は、関連するテーマの報告書の作

成60)、関係国への訪問（ブラジル、日本、アンゴラ、バングラデシュ)61)、人

権条約機関（の政府報告書審査と一般的意見の作成）や人権理事会（の普遍的

定期審査）への働きかけによって、国際社会と各国政府に対してこの問題につ

いての関心を高めてきた62)。とくに、さまざまな国際的 NGO や国内の（現

地）市民社会組織とのネットワーク化によって、草の根の声を国際社会と各国

政府に届けることに最も寄与してきた63)。

第⚒は、関連する市民社会組織の活動が活発化したことである。これは、前

述したように、クルス特別報告者の働きかけによる国内外の市民社会組織の

ネットワーク化が寄与している。しかし、それだけではなく、現地の市民社会

組織が自発的に政府機関と協働したり、官民のパートナーシップ協定を結んで

現状の改善に取り組んでいる。

第⚓は、国際人権法上の解釈として、原則及びガイドラインの認知度が深ま

り、その正統性が漸進的に向上してきたことである。人権条約機関の政府報告

書審査や人権理事会の普遍的定期審査で、原則及びガイドラインがしばしば援

60) [U.N 2018］、［U.N 2019］、［U.N 2020］、［U.N 2021a］、［U.N 2021b］を参照。
61) 次のウェブサイトを参照。https://spinternet.ohchr.org/Search.aspx?Lang=en&

MandateRefID=275
62) その詳細については、［木村 2023］を参照。
63) [Nanri 2022］4.
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用されることで、既存の国際人権条約を解釈する際に、権威のある（有権的

な）地位を占めるにいたっている64)。

他方で、原則及びガイドラインの効果を促進する際の課題としては、次のよ

うな諸点が考えられる。第⚑は、2020年以降、新型コロナウイルス感染症の世

界的大流行によって、国際社会や各国政府によるこの問題に対する関心と特別

報告者に対する支援が低下していることである65)。第⚒は、全体的には当事者

団体を含む関連する市民社会組織の質量ともの力量は弱く、原則及びガイドラ

インの効果は現地 NGO の組織的な強さに依存していることである。

Ⅵ．お わ り に

国際人権法の歴史を振り返ると、国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規

約［自由権規約と社会権規約］）が採択されて以降、社会から見過ごされてき

た人びと（女性、子ども、移住労働者、障害者など）を権利の享有主体として

包摂することに焦点が当てられてきた66)。その際に、宣言のようなソフトロー

が最初に起草され、それが国際人権機関や国内機関によって援用されることで、

その実効性を高め、条約化されることが多い67)。その意味で、国際人権法にお

いてソフトローが持つ本来の意義は、新しい現実や矛盾に適切に対処しきれな

い既存の国際人権言説を批判することで、国際人権規範の内容と権利の享有主

体を拡充することにあると言っても過言ではないだろう68)。

原則及びガイドラインも、こうした国際人権法の歴史の延長線上にある。そ

れは、歴史的に最も古くから存在するだけでなく、今もって偏見や差別の対象

となっている感染症であるハンセン病の患者・回復者とその家族を権利の主体

として初めて認定したという点で、国際人権法の歴史において画期的な意味を

64) [木村 2023］183－184頁。
65) [Nanri 2022］5.
66) [芹田・薬師寺・坂元 2017］第⚕章と第⚖章を参照。
67) 例えば、子どもの権利宣言（1959年）は子どもの権利条約（1989年）、障害者の

権利宣言（1975年）は障害者権利条約（2006年）に結実した。
68) [齋藤 2019］45頁。
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もつソフトローである。それが採択されて15年近くが経過し、政府報告書審査

や普遍的定期審査のような国際的実施、そして本稿で検討してきた国内的実施

が繰り返されるなかで、原則及びガイドラインの法的正統性と効果を漸進的で

あるが着実に高めてきた。それによって、限定的ではあるものの、一部の各国

政府は、原則及びガイドラインに沿った立法、行政、司法その他の措置をとっ

てきた。これは、クルス特別報告者の諸活動、当事者団体を含む市民社会組織

の地道な挑戦が大きく寄与した結果であった。

しかしながら、世界保健機関により公衆衛生上の問題としてハンセン病は制

圧されたと宣言されていること、国際社会で大きな影響力を持つ国のほとんど

がハンセン病の非流行国であることを見ても、人権問題としてのハンセン病に

対する関心が高まるどころか、逆に無関心が広く行き渡る可能性が高い。そう

ならないように、また、国際人権規範の実現は総合的な人権力（適切に人権問

題と向き合い対応する力）のたえまない拡充によることを考えると69)、市民社

会組織が原則及びガイドラインに基づいて各国政府や国際社会の動向を引き続

き注視していることが求められる。
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